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■ 藤田代表取締役より一言
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■  1２月度 安全目標

①挟まれ・巻き込まれの防止

②通勤・交通災害の防止

③職場ハラスメントの防止

・1２月の安全衛生行事

●年末年始労働災害防止強調期間(12月1日～1月15日)

●職場のハラスメント撲滅月間(12月1日～12月31日)

●(千葉県)冬の交通安全運動(12月10日～12月19日）
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■ ヒヤリハット報告
・バックホウを用いた砕石の投入時、職員A(以下A)と甲板員B(以下
B)とバックホウオペレーターC(以下C)の3人間で無線通信中に、

AがCに対してバックホウに搭乗する許可を仰いでいたが、Cが許可を出
す前にバックホウ後方の走路に入っていた。ＣはＡが走路に入っていた
ことを知らずに作業を続けていた。直後にＢの「あぶない」の一言で運転
操作を止めたため大事には至らなかった。

【改善・対策】

・バックホウの運転操作を止めたうえで、無線で許可を受けるまでは走路に

絶対に立ち入らない。

・現場誘導員を増やす、注意喚起の掲示を設置し視覚に直接訴える

などの対策をとる。
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■ 安全環境部より①【災害事例から学ぶ】
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・着火船から土運船に乗り移るために防舷材のタイヤに足を乗せた
際、うねりで船同士が上下し防舷材タイヤに左足を挟まれた。
(左足中指骨折・左足親指/人差指～甲骨の亀裂骨折 休業90日)

・船長の乗り移り許可(合図)が無い場合の乗り移りを行わない。
合図後も を行って乗り移る。

・着火船での人員移動を止め、より の高い船から移動する。
・防舷材タイヤを足場に使わない。

【概要】※挟まれ・巻き込まれによる災害

【原因】

【対策】

・上乗り～着火船船長間で乗り移りの明確な合図を定めてなかった。
・事故当時の気象・海象は「晴れ」「北西の風4ｍ」
「波高1.5～2.0ｍ」であり乗り移りの際、注意する状況であった。
・被災者は、自己の身体能力を見誤った。※被災者は当時７０歳

指差呼称

乾舷



6

■ 安全環境部より②



■ 海事・工事部より 【災害事例から学ぶ】
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・岸壁沿いに浮かぶ台船上にて、台船から高さ約1.3ｍｍの岸壁
上との資材運搬作業中、可搬式のはしごが固定されておらず、
登る為に梯子に足掛けた際、梯子が滑り落ち台船に横転した。
(頸部他6ヶ所撲傷、顔右部及び右すね部創傷：不休災害)

・常設の を設置することでフールプルーフによる
リスクの低減に繋げた。

【概要】※転落による災害

【原因】

【対策】

・通常使用している梯子固定機能付きの設置ベースを使用
せず、固定機能のない設置ベースを使用していた。

・梯子昇降に係るルールが遵守されておらず、運搬中の仮
置き資材が通常使う設置ベースの障害になっていた。

梯子
人災



■ 総務部より
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■ 新入社員紹介
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■ 周知・依頼事項①
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■ 周知・依頼事項②
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■ 周知・依頼事項③



13

■ 周知・依頼事項④



閉会挨拶の前に、ご質問やご意見があれば
お願いします。
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定例周知です。 現場で怪我をした際は、「直ちに正確な事実
を」報告して下さい。

時間がたってからの報告は労災認定が得られず、様々な補償が
受けられなくなる可能性があります。

また、虚偽の報告は犯罪行為となり罰則が科されます。自分の
身を守るためにも、ご協力をお願いします。



■ 足立部長より一言
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